
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

３　対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針
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（備考）当地区は、国見山の麓から東西に伸びる中山間地域の団地である。山間部の急傾斜地と連坦
し、緩傾斜地の団地が広がっており、急傾斜地では、水稲・麦に取り組み、緩傾斜地では、地区内外の担
い手により水稲・麦をはじめ、胡瓜やイチゴ、小葱、アスパラなどの園芸作物に取り組んでいる。

○団地中央をとおる農業用水路が、経年劣化により漏水しており、下流域の営農に支障が生じている。
○近年、特に急傾斜地の団地について、イノシシによる農作物・農地被害が顕著であり、耕作の意欲が
減退している。

経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲

今後の農地の引受けの意向

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

伊万里市 二里地区（福母集落） 令和4年2月25日

　地区内の担い手及び集落内外から新たな担い手を確保し耕作を継続していく。
　今後、担い手が不足する場合は、中心経営体ではないが集落内外の規模拡大志向農業者に農地集積
を進め、地域全体における営農継続を図っていく。

①地区内の耕地面積 38.0ha

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕地面積の合計 38.0ha

③地区内における７０歳以上の農業者の耕地面積の合計 4.8ha

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕地面積の合計 3.2ha

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0ha

④地区内において、今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

【急傾斜地域の対策】
　①耕作できない田畑→機械利用組合での耕作（麦作、大豆等）
　②法面の除草作業
　③用水路の補修及び河川の管理
　④有害鳥獣の対策（ワイヤーメッシュ、電気牧柵）の設置及び管理

【緩傾斜地域の対策】
　①耕作できない水田→機械利用組合での耕作（水稲、麦作、大豆等）
　②用水路の補修及び管理
　③有害鳥獣の対策（電気牧柵の設置）
　④畦畔等の除草作業

【機械利用組合の対策】
　①稲、麦の機械利用組合による播種、管理、刈り取り
　②トラクターによる耕起
　③トラクターによる除草作業

【農地の貸付意向】
　アンケート結果等により農地の貸付意向が示された農地は27筆、26,369㎡である。


